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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和４年４月４日時点 

■１・２回目の接種人数・接種率 

■３回目の接種人数・接種率 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、１・２回目は 12歳以上、３回目は 18歳以上の住民基本台

帳人口（Ｒ3.1.1時点）に対する割合です。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,５３６人 ３,５０４人 ９０．３７％ ９３．７６％ 

２回目接種 ７,４５４人 ３,４９０人 ８９．３８％ ９３．３９％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１８歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１８歳以上） 

人口 7,894人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ４,２３４人 ３,０３８人 ５３．６４％ ８１．２９％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

「町長と語ろう会」の開催について 
●実施内容： 町の重要課題について、町長と町民が語りあう「町長と語ろう会」

を実施します。 

５月から７月にかけて、行政区ごとに順次開催していきます。 

●日程・場所：５月の開催日程は次頁のとおりです。 

●開 催 時 間：午後７時００分～午後８時３０分 

●テ  ー  マ：町の重要課題 

（１）公共施設整備（学校、庁舎など）について 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №95 
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（２）町立病院について 

（３）地域商社について  など 

●そ の 他：① 御来場の際は、感染防止対策（マスク着用、消毒、検温など）

に御協力ください。 

② 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、延期とな 

る場合があります。 

月・日・曜日 地 区 名 場   所 

5 

10 火 下後川内区 下後川内多目的集会施設 

11 水 上後川内区 上後川内地区多目的活動施設 

12 木 川平区 川平多目的研修集会施設 

23 月 西広原区 西広原活性化センター 

31 火 上広原区 上広原地区多目的活動施設 

※来場予約は不要です。 

※できる限りお住まいの地区の開催日に御来場ください。また、７月に

町内全地区を対象とした「町長と語ろう会」を実施しますので、そち

らにも御来場いただけます。 

問 総合政策課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-2115 

 

高原高校跡地の利用者を募集します！ 
高原高校跡地については、所有者である矢野産業㈱と、町及び利用者で構成さ

れる運営協議会で施設の管理運営を行っていくこととなりました。 

つきましては、下記のとおり高校跡地の一部施設について、利用者募集を開始

します。スポーツ・文化活動やボランティア活動など、まちづくりの推進に向け

た活動に御利用ください。 

 

●利用できる施設 ①会議室、②教室（管理棟・普通教室棟）、③グラウンド、

④体育館、⑤格技場 など 

※③、④、⑤の施設は現在電気が使えません。 

●利 用 料 金 無料 

（ただし、電気などを使用した場合は有料となります。 

100円/1時間など） 

●利 用 時 間 ８：００～２２：００ 

●利 用 方 法 まずは、運営協議会に登録申請書と利用申請書の提出を行い

ます。 

登録完了後、事務所にて鍵を借用してください。 

※詳しくは下記にお問い合わせください。 

●申 込 み 先 高原高校跡地運営協議会事務所（高原高校跡地内） 

担当：押川 ０９０－９５７９－０２８７ 

（受付時間 平日の 8:30～17:00） 

問 総合政策課 担当：上山 順司（うえやま じゅんじ）☎0984-42-2115 
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ゴールデンウイーク期間中における「ごみ」の収集について 
〇収集日・収集地区 

収集日 種類 収集地区 

４月 29日（金） 

昭和の日（祝日） 

燃やせるごみ 上麓区、下麓区、出口区、上後川内区、下後

川内区、川平区、鹿児山区 

５月２日（月） 燃やせるごみ 並木区、花堂区、西広原区、上広原区、下広

原区、常盤台区、蒲牟田区、南狭野区、北狭

野区、小塚区、中平区、湯之元区、祓川区 

〇収集しない日 

４月 30日（土）、５月１日（日）、５月３日（火）、５月４日（水）、５月５日（木） 

〇その他 

５月６日（金）より通常収集します。当日の午前８時 30 分までにごみ集積所へ

搬出してください。 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067 

 

浄化槽設置整備事業補助金について 

 町内河川環境保全のため、汲み取り槽及び単独浄化槽から合併浄化槽への転換

を促進しており、補助金を交付しております。 

１ 補助内容 

区分 
補助額（円） 

単独処理浄化槽転換 汲み取り槽転換 新築 

５人槽 ３３２，０００ ３３２，０００ １６６，０００ 

６～７人槽 ４１４，０００ ４１４，０００ ２０７，０００ 

８～１０人槽 ５４８，０００ ５４８，０００ ２７４，０００ 

撤去費助成 ９０，０００ ９０，０００  

宅内配管工事費助成 １００，０００ １００，０００  

※上記記載金額は補助金額の最大上限額となります。 

２ 補助対象外となる例 

① １０人を超える浄化槽を設置する者 

② 申請年度内に浄化槽を設置することができない者 

③ 町税等を完納していない者 

④ 建売住宅、集合住宅、寄宿舎及び賃貸住宅の新築に伴い浄化槽を設置する者 

３ その他 

  新築補助に関しては、補助できる対象基数が限られているため、御希望に応 

 じられない可能性があります。今年度中に新築を建設し、合併浄化槽補助金の 

活用を検討している方は、事前に下記連絡先まで御一報ください。 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067 
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マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

延長窓口・休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日の開庁時間内に窓口へ来られない方のために、下記の

日程で窓口時間の延長と休日の窓口開設を実施いたします。 

【５月の延長窓口】 

日 時：令和４年５月 12日（木） 午後５時 15分～午後７時まで 

場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

【５月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和４年５月 29日（日） 午前８時 30分～午後４時 30分まで 

                  （正午～午後１時を除く） 

 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

予約開始日：令和４年５月２日（月） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年５月 25日（水） 午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。紛失等によるマイ

ナンバーカードの再交付（有料）は、平日のみの受付けとなります。各種証明書

の発行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（守衛室側）からお入りください。 

●１５歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステ

ムにて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民福祉課 担当：中村 真琴（なかむら まこと）☎0984-42-1067 

 

令和４年度 高原町白寿・米寿・喜寿祝いの開催について 
 本町では、白寿・米寿・喜寿の方にお祝いを行います。対象となる皆様には５

月中旬頃、往復ハガキにて式典の御案内をいたしますので、御出席いただきます

ようお願いいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の状況次第によっては、中止の可能性がござ

います。御理解と御了承賜りますようお願いいたします。 

●式典日時  令和４年６月 22日(水)  午前 11時開会 

●式典会場  皇子原温泉健康村 

●参加費    無料 

問 高齢者あんしん係 担当：小城 大和（こじょう ひろかず）☎0984-42-2581   

平日は、随時受け付けておりますので、 

お気軽にお声かけください！ 
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野生鳥獣による農作物の被害状況報告について 
 野生鳥獣による農作物の被害状況を把握し、効果的かつ効率的な被害防止対策

の策定に資料が必要となるため、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで

の間、野生鳥獣により受けた農作物被害の情報について御報告くださいますよう

お願いします。 

【報告いただく内容】 

●加害鳥獣の種類（不明でも可） ●農作物の種類 ●被害場所・被害面積 

※家庭菜園での被害や収穫・調整後の飼料作物、給餌のための家畜のエサは対象

外となりますので、御連絡不要です。 
 

問 農政林務課 担当：吉元 翔平（よしもと しょうへい）☎0984-42-5134 

 

登録品種の増殖には許諾が必要です 
種苗法の改正により、４月１日から、登録品種の増殖には、育成者の許諾が必 

要になりました。 栽培されている品種について、確認はお済みでしょうか。故

意に種苗法に違反した場合は、最高１千万円以下（法人は最高３億円以下）の罰

金、１０年以下の懲役が科せられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、育成者の許諾が必要となるのは「登録品種」のみで、在来種や登録期間

が過ぎた品種などの「一般品種」は対象となりません。登録品種は、下記のＱＲ

コードから確認できます。栽培しようとする品種を確認しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御不明な点がある場合は、下記に御連絡ください。 

問 農畜産振興課 担当：六部一 智久（ろくぶいち ともひさ）☎0984-42-5132 
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高原町移住定住支援制度の御案内 
高原町では、本町に転入もしくは住宅を新築又は購入した場合に、支援金を交付して

います。申請漏れがないように御注意ください。 

 

１ 移住支援金 

（１）交付対象者の要件 

令和３年３月 31日までに転入し、転入後３年を経過した者 

ただし、かつて高原町民だった方は、町外に５年以上居住していたことが条件 

（２）申請期限 

転入後３年を経過した日から、１年以内。 

（３）支援金の額 

支援金の種類 支援金額 支援金限度額 交付要件 

移住支援金 
 定 額 

 （１世帯） 
３０万円 転勤による転入は除く 

 

２ 住宅取得支援金（令和３年度新設分） 

（１）交付対象者の要件 

令和３年４月１日以降に住宅の新築登記又は所有権移転を行った者 

（２）申請期限 

  住宅の新築登記又は所有権移転を行った日から、１年以内。 

（３）支援金の額 

区分 交付要件 世帯構成 
支援金額

限度額 

移住者 

町内の業者等を利用し住宅を新築・購入 
世帯員２人以上 ８０万円 

世帯員１人 ４０万円 

町外の業者等を利用し住宅を新築・購入 
世帯員２人以上 ４０万円 

世帯員１人 ２０万円 

定住者 

町内の業者等を利用し住宅を新築・購入 
世帯員２人以上 ３０万円 

世帯員１人 １５万円 

町外の業者等を利用し住宅を新築・購入 
世帯員２人以上 ２０万円 

世帯員１人 １０万円 

※火災・道路拡張・事故に係る保険金・補償金等による住宅取得は対象となりません。 

※住宅取得支援金の申請をされる場合は、工事請書契約書又は不動産売買契約書 

が必要となります。 

※他の町補助金等（浄化槽設置整備事業補助金等）の交付を受ける場合は、支援金 

額からその交付額を減ずるものとしております。 

 いずれの支援金においても申請には、（１）以外に「居住地の区班に加入している者」

「市町村民税の滞納がない者」などの要件がございますので、詳細については、直接担

当課にお問い合わせください。 

問 総合政策課 担当：寺師淳一郎（てらし じゅんいちろう）☎0984-42-2115 






























































































